
分別の徹底をお願いします！ 
The registered members are expected to thoroughly classify and se

parate trash into categories! 

想 要 分 辦 的 彻 底 ！ 

（分別が間違っているごみは残置します） 
(The wrongly separated trash will be left behind.) 

( 分 辨 出 错 的 垃 圾 残 存 的 ) 

ごみの分別は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第２条の４により、国民の責務に定められて

います。分別ルールに沿って出していただくことで、より多くの物を、ごみではなく資源と

して再生できます。 

『ごみの分別は循環型社会への第一歩』 

              雑紙
ざつがみ

やプラスチックも適正に排出すればごみではなく資源です。 

 

このポスターを私有地の壁やフェンスに掲示する場合には、事前に所有者の許可をお取りください 

朝霞市クリーンセンター（☏ 048-456-1593） 
朝霞市役所 

市ＨＰで 2000

種類以上のゴミ

分別辞典を公開

しています！ 


